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市バス路線の継続と充実を求める陳情 

 

陳情第 212号                                      交通局 

陳    情    要    旨    等 

陳情者 神戸市北区 新日本婦人の会神戸北支部 佐野 経子 

陳
情
要
旨 

「市バス路線の継続と充実を求める陳情」について 

【陳情第 212 号】 

１．2027 年４月実施の 65 系統、66 系統、120 系統の廃止・減便はやめ、存続させること。 

２．65 系統は、しあわせの村まで延伸すること。 

陳 情 に 対 す る 神 戸 市 の 考 え 方 

 

市バス事業は、阪神・淡路大震災等を経て 30 年間で利用者が半減していることや、少子高齢化や人口

減少社会の到来に加え、昨今の原油高・物価高騰による諸経費の増加、さらには全国的な運転士の担い手

不足など、事業経営を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。  

市バス事業は資金不足比率が 20％に迫る危機的な状況であり、これを超えると国の指導・管理下で経

営再建を進める「経営健全化団体」となり、経営改善に向けた抜本的な対策、具体的には、運賃の大幅値

上げ、強制的な路線廃止や大幅な減便など、急激な利用者負担の増加に踏み込まなければならなくなる可 

能性がある。 

市バス事業の収支状況については、運賃改定等の取組により単年度収支は一定程度改善しているもの

の、委託費の増大や燃料費高騰などの影響により依然として先行きは厳しく、安定した経営基盤の確立が

最優先の課題となっている。 

一方で、現在の市バス事業が直面している最大の課題は、単なる収支の赤字にとどまらず、今後 10 年

で概ね半数の運転士（約 100 名）が定年退職を迎えるという、将来的な人員確保が極めて厳しい見通しに

あり、重複路線の整理や効率化など抜本的な見直しが不可避な状況である。 

将来にわたり市民の足を守り、持続可能な公共交通ネットワークを維持していくために、限られた経営

資源（車両・運転士）を有効活用、本市の充実した鉄道網を最大限に活かした「最寄り鉄道駅への移動手

段（フィーダー輸送）」への適正な配分を行うなどの見直しが不可避であることから、日々の２タッチデ

ータ等による客観的な利用実態に基づき、需要と供給のバランスを図るダイヤ変更や、兵庫・長田エリ

ア、東灘エリアの路線見直しを実施してきたところであり、今後、須磨エリア、しあわせの村・ひよどり

台エリアを含めて路線見直しを予定している。 

 

１．しあわせの村・ひよどり台エリアの路線見直しについて 

しあわせの村・ひよどり台エリアの路線見直しについては、以下の状況を踏まえ、検討を実施した。な

お、現在は地域の皆様に交通局の素案（３案）をお示ししている段階であり、地域の皆様のご意見をお聞

きした上で、本年秋ごろに見直し案を決定し、周知していく予定である。 

① 当該エリアの路線の課題 

・しあわせの村・ひよどり台エリアについては、市バスだけで５つの系統が運行し、複数の方面へアク

セスしている状況であり、ご利用者が分散するため、それぞれの系統の収支が悪く、エリア全体で約

2.6 億円もの大きな赤字を計上している。 

② 路線見直しの考え方 

・当該エリアには、しあわせの村において障がい者や高齢者などの福祉施設が集中しているという地

域特性に配慮し、最寄り鉄道駅への移動手段（フィーダー輸送）は確実に確保し、いわゆる「交通空

白地」を生じさせないことを基本としている。 

・その上で、重複路線の整理や効率化を図り、限られた経営資源（車両・運転士等）を適正に配分する

ことで、持続可能な路線網への転換を図る。 

 

 

２．陳情事項への考え方 

① ２０２７年４月実施の６５系統、６６系統、１２０系統の廃止・減便はやめ、存続させること 

② ６５系統は、しあわせの村まで延伸すること 
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・市バス事業を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況にあり、このままでは経営健全化団体となり、市

民生活に多大な影響を及ぼしかねない重大な局面にある。 

・前述のとおり、本年２月より、地域の実情に精通した地域団体や福祉施設等の関係者に対して交通局

素案をお示しし、地域の特性や実際のバスご利用状況等についてお話を伺っている。その中での有益

なご意見や情報を踏まえた「見直し案」については、実施の概ね半年前となる本年秋頃に決定し、周

知していく予定であり、現時点では「見直し案」について検討を進めている段階であることから、陳

情項目についてはご意見の一つとして承るものの、現時点で回答できる段階にない。 

・なお、「見直し案」をお示ししたのちも、「より運行の効率を高める案」や「より多くのご利用が見込

める案」、「見直しの作成過程では把握しきれなかった客観的な事実」などの有益なご意見・ご提案を

伺うことができた場合には、地域の実情に即した有益な情報として確認・検討することとしている。 

 

３．今後の対応について 

交通空白地を生じさせず、市民の足を確実に確保していくため、「見直し案」を提示すべく、いただい

たご意見の精査を進めるとともに、引き続き、地域や施設の皆様のご理解が得られるよう、丁寧に説明を

尽くしてまいりたい。 
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